
〔 委員会審議・第１次フィードバック 〕＝「川上ダム地質問題」 
                                   ‘０８/８/２２ 

    報告者  自然愛・環境問題研究所 

       代表 浅野隆彦 

 〔はじめに〕 ６月３日第８０回委員会における「川上ダム地質問題」審議

の結果、「天ヶ瀬ダム地質問題」の件と同じように、「現地」で問題提起関

係者および一般住民に対する事業者説明を行い検討し、委員会にフィー

ドバックする事に決まりました。これを受けて、６月３０日に「川上ダム建

設所 及川所長」に対し、『まだ何も言って来ないが、早くして貰いたい』と

要望しておりました。７月２２日に「川上ダム建設所 調査設計課長」の来

訪を受け、８月１１日に《 「川上ダム活断層確認現地検討会」の実施の

為の打合せ会 》を行う約束が出来ました。 

 以下に、その打合せ会の記録を示します。 

 

尚、その打合せ会にては、文書で私の案を示し、それを説明しながら

話し合いを行ったので、特に遺漏はないものとして「川上ダム建設所 青

山副所長」に議事録の確認を求めた所、一部異議（若干の誤解および補

足の必要あり）として８月２１日に届いた文書を後ろに添付しています。 

  

 〔委員会意見取りまとめについて留意しなければならない事〕 

 ６月３日に私が審議説明したことは、宮本委員長の要請『時間的余裕

がないので、ポイントを絞って問題提起して頂きたい。』との求めに応じる

ために、「活断層の存在証明」のみに問題を限って説明していますが、

「ダムサイト右岸」に存在する「マッド（黒雲母泥岩）ダイヤピル」の湛水後

初生地すべりの危険性など、他にも問題が存在する事を認識した上で

「最終意見書」に反映して頂きたいと要望します。 

 「川上ダム活断層確認現地検討会」（川上ダム建設所では、「川上ダム

地質現地説明会」と称したい意向ですが・・）は、９月中に行われるものと

思いますが、現時点では日程調整中であり、報告時期については９月２

５日を目途にしていますので、委員会「最終意見書」との調整についても

ご留意頂きたいと思っています。 

 

 〔委員会の責任について〕 「現地検討会」が適切に行われるものか、委

員会は立ち会う責任があります。私が感じている限りでは「水資源機構」

は必死に「隠蔽」しょうと考えています。一部異議の中に、打ち合わせ当

事者以外からの指示による変更などが出て来ているからです。これまで

７年から以上の隠蔽があった問題であります。専門的知識がなくとも良く

見極めて対応する事が大切です。 
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《 「川上ダム活断層確認現地検討会」実施打合せ会 》‘０８/８/１１ 

＊ 打合せ会々場：（独）水資源機構 川上ダム建設所 

＊ 開催日時：２００８年８月１１日 １３時０５分～１５時１５分 

＊ 出席者：（社）大阪自然環境保全協会 新保満子 

       ：（ＮＰＯ）伊賀・水と緑の会 畑中尚、新保宏志 

       ：自然愛・環境問題研究所 浅野隆彦 

       ：流域住民個人 酒井隆 

 

       ：（独）水資源機構 川上ダム建設所副所長＝青山太洋  

           調査設計課長＝岩本浩 第一用地課長＝芦田哲郎 

           その他同所職員２名 

 

＊ 議事について（この打合せ会で、「川上ダム活断層確認現地検討会」

を実施する為の必要不可欠と思われる事項について、出席者間で協

議し、取り決めるものとする。以下に自然愛・環境問題研究所 浅野

（案）を示す。） 

１） 〈位置づけ〉：淀川水系流域委員会第８０回委員会における審議を引

き継ぐ「現地検討会」である。実施の後、委員会に「フィードバック」す

る事になっているという事は、「水掛け論」にて終了するのでなく、

「明確な学術的結論が得られる結果」を報告出来るようにしなくては

ならない、と言う事である。 

 

２） 〈水資源機構の役割〉：事業者としての説明責任および本件の解明

を果たす為、積極的に文書類の公開、人力・動力および会場の提供、

地域への広報などを行わなければならない。 

 

３） 〈報告書について〉：両者の完全一致が可能であれば、統一意見報

告書とする。それでなければ、夫々が報告する形とする。 

 

４） 〈報告時期について〉：２００８年９月２５日を目途とする。 

 

５） 〈立会いコンサルタントの招聘〉：平成１３年度 右岸鞍部地質調査業

務担当コンサルタント（主任技術者）、平成１２年度 合流部原石山

試錐調査業務担当コンサルタント（主任技術者）の２者のみとする。 

   特に、（株）八千代エンジニヤリングの関係者は厳として拒否する。 
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６） 〈視察コースおよびポイント〉：〈１〉右岸鞍部（北東側土石流堆積層⇀ 

    南側斜面Ｆ１断層露出部⇀おなじく、Ｆ２断層（複合）露出部： 露頭

断層および崖錘堆積層の裂罅部などを確認する。） 

     〈２〉西之沢橋東の露頭 

     〈３〉合流部原石山付近（北先端部の段丘堆積層⇀西側段丘堆積

層⇀原石山頂上付近+ ボウリングＧＧ－４付近） 

     〈４〉奥深瀬井堰付近・奥深瀬原石山付近 

     〈５〉前深瀬川左岸旧大円寺付近 

     〈６〉旧川上・上集落の西手奥（農業用水路付近など） 

     〈７〉川上ダム建設所にて、整理と纏めを行う。（建設所への移動

にマイクロバスを利用提供する。） 

７） 〈利用地質調査業務報告書類〉：上記６）のポイントで行った地質調

査業務報告書、地質図、ボーリング柱状図などを２部コピーした上、

無償提供する。 

８） 〈安全サポート体制〉：特に右岸鞍部南斜面や合流部原石山頂上付

近等の滑落防止などの支援を人的・物的に対応する。 

９） 〈「川上ダム活断層確認現地検討会」の実施日程〉：９月２０日(土)、２

１日(日)、２３日（秋分の日）の午後に設定し、雨天順延で実施する。 

１０） その他 

 

〈 同意決定内容 〉 

５）  〈立会いコンサルタントの招聘〉：当時の業務担当コンサルタントの技

術者達も変化があり、招聘が難しい。現在「川上ダム地質調査」業務

担当のコンサルタントがあるので、頼めば無償で協力して貰える。

（株）ＡＥＵ一社とし、（株）八千代エンジニヤリングは入れない、呼ばな

い。 

６）  〈視察コースおよびポイント〉：〈１〉右岸鞍部（南側斜面Ｆ１断層露出

部）⇨上の県道に戻り、マイクロバスで移動⇨〈２〉西之沢橋東の露頭⇨ 

  マイクロバスで移動⇨〈３〉右岸鞍部（南斜面下Ｆ２断層露出部）⇨マイク

ロバスで移動⇨〈４〉奥深瀬井堰付近⇨歩いて⇨〈５〉旧大円寺付近 

  ⇨マイクロバスで移動⇨〈６〉旧川上・上集落の西奥にある鞍部周辺⇨マ

イクロバスで移動⇨川上ダム建設所会場に於いて「検討会」（整理と

纏め）を行う。 

７）  〈利用地質調査業務報告書類〉：「検討会」（整理と纏め）会場にて使 

   用するものは建設所が用意しておく。前もって学者の検討用に右岸

鞍部南斜面の地質平面図、断面図、写真（Ｐ－７，Ｐ－１３，Ｐ－１

４）等を１部、浅野宛に郵送する。 

９) 〈「川上ダム活断層確認現地検討会」の実施日程〉：建設所サイド
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から、「実施日を８月３１日（日）にして貰いたい」と言う求めが出た。

住民サイドは「参加住民などが熱中症に成ったりしないように、暑

熱を避ける為、秋分の日辺りの実施とするよう求め、他にも月末に

は様々な用件があったりするので困難とする」意見なども出ていた。

この場にては、「学者達の都合もあるので、調整を浅野が行う事」

になった。 

１０）  〈その他〉：崖錘堆積層部分の断裂などを確認する為に、人力掘削

が出来る体制をとる事が約束された。 

＊「現地検討会」実施の広報は、記者発表を１０日前ぐらいには行う 

    と共に、桐ヶ丘住宅団地へは新聞折込チラシでも行う。希望者は３

日前までに申し込みを行い、予約をして貰う。急斜面や藪の中を

歩くことなど知らせておく。 

   ＊更に調査確認の必要がある場合は、双方協議の上で別途実施す

る。 

 １）から４）及び８）については、双方異存なく上記のような打ち合わせ結

果と成ったことを報告します。    ２００８年８月１２日 

                  自然愛・環境問題研究所 代表 浅野隆彦 
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